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問　

成
田
つ
く
ば
航
空
専
門
学

校
（
小お

お
ほ
り堀
）
が
格
納
庫
建
設
の

説
明
会
を
開
催
し
た
。
そ
の
中

で
、
校
舎
が
違
法
建
築
と
の
発

言
が
あ
っ
た
が
、
ど
こ
が
違
法

な
の
か
。

都
市
整
備
部
長　

昨
年
４
月
に

経
営
者
が
変
わ
り
、
専
門
学
校

開
校
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

る
。
教
育
環
境
の
充
実
と
い
う

目
的
で
今
回
、
開
発
行
為
申
請

が
あ
っ
た
が
、
審
査
の
過
程
で

是
正
箇
所
が
あ
り
事
業
者
と
協

議
を
行
っ
た
。
是
正
計
画
書
に

つ
い
て
県
も
適
正
と
し
た
こ
と

か
ら
開
発
許
可
を
し
て
い
る
。

建
築
指
導
課
長　

違
反
部
分

は
、
指
導
中
の
た
め
公
表
は
差

し
控
え
た
い
。

問　

違
法
建
築
が
分
か
っ
た
経

緯
は
。

答　

開
発
行
為
申
請
の
事
前
協

議
の
相
談
が
あ
り
、
現
地
を
確

認
し
て
分
か
っ
た
。
是
正
計
画

に
基
づ
い
て
改
修
工
事
に
着
手

し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

問　

取
り
壊
し
猶
予
を
市
が
認

め
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
。

答　

建
物
建
築
を
先
行
さ
せ
、

既
存
の
建
物
か
ら
新
し
い
建
物

に
移
し
な
が
ら
時
間
を
か
け

て
、少
し
ず
つ
改
善
し
て
い
く
。

問　

い
つ
ま
で
に
終
わ
る
の
か
。

答　

平
成
26
年
度
中
に
完
了
予

定
で
あ
る
。

違
法
建
築
物

是
正
の
対
応

鈴
木　

潔　

議
員

盲
ろ
う
者
（
※
）
支
援
の

周
知
を
！山

野
井　

隆た
か
し　

議
員

問　

県
は
盲
ろ
う
者
支
援
を
行

い
10
人
ほ
ど
支
援
を
受
け
て
い

る
が
、
全
国
盲
ろ
う
者
協
会
に

よ
る
と
、
県
に
約
５
０
０
人
と

言
わ
れ
て
お
り
、
視
覚
・
聴
覚

の
身
体
障
害
者
手
帳
を
併
せ
持

つ
人
は
約
１
６
０
人
い
る
。
こ

の
方
に
支
援
制
度
の
内
容
を
周

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

県
の
通
訳
介
助
の
支
援
制
度
と

周
知
に
関
し
て
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
次
長　

県
で
盲
ろ

う
者
向
け
通
訳
介
助
員
派
遣
事

業
を
実
施
し
て
い
る
。周
知
は
、

県
か
ら
の
要
請
も
あ
り
、
チ
ラ

問　

市
は
他
市
に
先
駆
け
て
公

共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
白
書
を

作
成
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、

現
在
の
施
設
の
建
て
替
え
、
改

修
の
コ
ス
ト
が
分
か
る
。
平
成

25
年
度
上
半
期
の
進
捗
状
況
を

見
る
と
、
建
物
状
況
調
査
の
結

果
を
電
子
化
し
た
と
あ
る
が
、

次
に
ど
う
つ
な
げ
る
の
か
。

政
策
推
進
部
長　

24
、
25
年
度

で
施
設
の
劣
化
度
を
調
査
し
、

情
報
の
共
有
は
？

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

結
城　

繁　

議
員

シ
（
左
上
参
照
）
を
障
害
福
祉

課
、
藤
代
庁
舎
、
社
会
福
祉
協

議
会
に
置
い
て
い
る
。
ま
た
障

害
者
手
帳
の
受
け
取
り
の
際
に
、

事
業
の
案
内
を
徹
底
し
て
い
る
。

問　

視
覚
・
聴
覚
の
両
方
で
身

体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る

人
は
、市
内
に
何
人
い
る
の
か
。

答　

９
名
。

問　

盲
ろ
う
に
は
先
天
性
の
ほ

か
、
視
覚
障
害
者
の
耳
が
聞
こ

え
な
く
な
る
こ
と
や
そ
の
逆
の

場
合
も
あ
る
。
支
援
団
体
に
盲

ろ
う
者
支
援
制
度
の
周
知
に
つ

い
て
協
力
す
る
こ
と
は
効
果
が

あ
る
と
思
う
が
、
市
は
ど
こ
ま

で
協
力
で
き
る
の
か
。

障
害
福
祉
課
長　

従
来
の
方
法

と
、
広
報
と
り
で
へ
の
掲
載
を

考
え
て
い
る
。
関
係
団
体
へ
の

周
知
も
積
極
的
に
対
応
し
た
い
。

※
盲
ろ
う
者
…
目
（
視
覚
）
と

耳
（
聴
覚
）
の
両
方
に
障
害
の

あ
る
人
の
こ
と
。

問　

東
海
第
二
原
発
に
つ
い
て
、

市
長
も
原
発
ゼ
ロ
を
促
進
す
る

立
場
に
立
っ
て
ほ
し
い
が
。

ま
ち
づ
く
り
振
興
部
長　

原

発
に
つ
い
て
、
県
知
事
が
新
た

な
規
制
基
準
作
成
と
の
報
道
が

あ
っ
た
の
で
、
動
向
を
注
視
し

た
い
。

問　

福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ

る
放
射
性
ヨ
ウ
素
を
含
ん
だ
水

を
一
番
飲
ん
だ
の
は
、
利
根
川

か
ら
取
水
し
て
い
る
取
手
・
守

谷
市
民
で
は
な
い
か
。
そ
の
点

で
心
配
だ
が
、
県
に
健
康
診
断

を
強
く
求
め
、
市
も
独
自
に
甲

状
腺
の
エ
コ
ー
検
査
を
継
続
的

に
行
う
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う

考
え
る
か
。

原
発
ゼ
ロ
と

放
射
能
対
策

関
戸　

勇い
さ
む　

議
員

健
康
福
祉
部
次
長　

甲
状
腺
が

ん
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
で
も

事
故
後
２
年
か
ら
少
し
ず
つ
出

て
お
り
、
５
年
で
２
倍
、
10
年

で
10
倍
に
な
っ
た
。
健
康
調
査

の
結
果
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

と
の
比
較
に
な
ら
な
い
の
で
必

要
性
は
高
く
感
じ
て
お
ら
ず
、

独
自
で
行
う
考
え
は
な
い
。

問　

セ
シ
ウ
ム
を
中
心
に
し
た

除
染
に
つ
い
て
、
対
象
地
域
の

何
％
で
基
準
を
超
え
て
い
る
か
。

ま
ち
づ
く
り
振
興
部
長　

２
月

20
日
時
点
で
測
定
終
了
の
件
数

が
約
１
万
７
千
件
で
進
捗
率
が

約
51
％
。
除
染
が
必
要
な
件
数

は
約
１
３
０
０
件
で
７
・
５
％
。

問　

事
故
後
３
年
が
た
ち
セ
シ

ウ
ム
が
地
中
に
入
っ
て
い
る
と

思
う
。
１
セ
ン
チ
ご
と
の
計
測

値
に
変
化
は
あ
る
の
か
。

答　

地
中
の
検
査
は
行
っ
て
い

な
い
の
で
分
か
ら
な
い
。

問　

ど
ん
な
指
導
を
す
る
の
か
。

答　

事
業
者
の
協
力
が
な
い
と

絶
対
で
き
な
い
の
で
、
お
互
い

に
協
力
を
し
な
が
ら
安
全
な
建

物
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
る
。

公共施設マネジメント白書は、取手市ホーム
ページからご覧になれます。

デ
ー
タ
化
し
た
。
平
成
26
年
度

は
、
こ
れ
を
全
職
員
で
共
有
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
優
先
度
に
つ
い
て
公
平

に
予
算
編
成
を
行
え
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
る
。

問　

共
有
化
は
情
報
の
一
元
化

を
図
る
と
い
う
こ
と
か
。

答　

施
設
の
劣
化
度
に
順
番
が

つ
き
、
そ
れ
が
全
庁
的
に
わ
か

り
、
客
観
的
な
判
断
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
。

問　

一
元
化
に
よ
り
予
算
編
成

の
過
程
ま
で
踏
み
込
め
る
の
か
。

答　

そ
れ
が
当
然
の
結
果
。
白

書
を
作
っ
た
理
由
は
70
〜
80
年

代
に
造
ら
れ
た
多
く
の
公
共
施

設
の
更
新
時
期
の
平
準
化
を
大

き
な
目
的
と
し
て
い
る
。

問　

予
算
編
成
の
過
程
が
見
え

る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
非
常
に

大
事
。
施
設
の
集
約
化
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

市
長　

大
き
な
拠
点
を
作
り
、

点
在
す
る
も
の
を
集
約
す
る
考

え
方
と
、
求
め
ら
れ
る
機
能
の

再
編
に
つ
い
て
、
白
書
を
ど
う

生
か
す
か
考
え
て
い
き
た
い
。

　取手市議会は、年４回の定例会を開催いたします。
　臨時会は、市長が緊急を要する場合などに開催するものです。
　平成 25年は、次のとおり議会が開催されました。

ちょっと てって

※市長提出議案の可決は、前年度決算の認定・監査委員等の
選任の同意などを含みます。
（⇒８ページに続く）

会　議 会　期
第１回臨時会 ２月７日
第１回定例会 ２月 28 日～３月 22 日
第２回定例会 ６月７日～ 21 日
第３回定例会 ９月４日～ 26 日
第４回定例会 11 月 29 日～ 12 月 16 日

　会期中、議会は、市長から提出された議案や請願・陳情など
の審査を行い、議決により意思決定を行います。
　議員も会期中に議案、意見書案、決議案等の提出ができます。
　議員提出の議案についても同様に議決により意思決定を行います。
・議決結果（市長提出）
会　議 可決 否決

第１回臨時会 １ ０
第１回定例会 42 ０
第２回定例会 22 ０
第３回定例会 30 ０
第４回定例会 26 ０

・議決結果（議員提出）
会　議 可決 否決

第１回臨時会 － －
第１回定例会 ６ １
第２回定例会 ３ ０
第３回定例会 ９ ０
第４回定例会 ５ １


